
information 

  当院は、社会福祉法第2条に   

  規定する第2種社会福祉事業 

  として、無料または低額な診 

療を行う医療機関です。 

治療費の支払いにお困りの方は、

1階よろず相談窓口の医療ソー

シャルワーカーにご相談下さい。 


